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平成２４年２月２２日 
相楽郡広域事務組合 

 
 平成２４年第１回相楽郡広域事務組合議会定例会が、２月２０日(月)に大谷
処理場会議室において会期１日間で開催されました。 
 今定例会では、平成２４年度一般会計予算及び特別会計予算の件など１０件
の議案が上程されましたが、いずれも慎重な審議の末、原案のとおり可決・同
意されました。 
 
○提出議案 

議案番号 件  名 提案理由･概要 議決結果 

発  議 

第 １ 号 

相楽郡広域事務組合

議会会議規則の全部

を改正する規則の件 

地方自治法の一部改正等に伴い、相
楽郡広域事務組合議会会議規則の全部
を改正するものです。 

可 決 

（全会一致）

発  議 

第 ２ 号 

相楽郡広域事務組合

議会委員会条例の制

定の件 

相楽郡広域事務組合議会委員会条例
を制定する必要があるため、地方自治
法第２９２条の規定において準用する
同法第１０９条の２及び第１１０条の
規定に基づき提案するものです。 

可 決 

（全会一致）

同  意 

第 １ 号 

相楽郡広域事務組合

公平委員会委員の選

任の件 

委員の村城康裕氏の任期が、３月２
７日で満了となることから、同氏を引
き続き選任いたしたく、地方公務員法
第９条の２第２項の規定により、議会
の同意を求めるものです。 

同 意 

（全会一致）

議  案 

第 １ 号 

相楽郡広域事務組合

職員の給与に関する

条例の一部を改正す

る条例の件 

管理職手当の規定を加えるもので、
その額については、給料月額に１００
分の１０を乗じて得た額の範囲内で、
規則で定める基準に従い支給するもの
です。 

可 決 

（全会一致）

議    案 

第 ２ 号 

相楽地区ふるさと市

町村圏振興事業基金

設置条例等の一部を

改正する条例の件 

基金設置条例、特別職の職員で非常
勤のものの報酬及び費用弁償に関する
条例２件について、引用条文の整合性
を図るものです。 

可 決 

（全会一致）

議    案 

第 ３ 号 

相楽休日応急診療所

設置条例の一部を改

正する条例の件 

京都府、京都市、京都府医師会及び
京都府歯科医師会のガイドラインによ
り、名称を開設者の名称＋診療所名と
する必要があるため、「相楽郡広域事務
組合相楽休日応急診療所」に名称変更
するものです。 

可 決 

（全会一致）



議    案 

第 ４ 号 

平成２３年度相楽郡

広域事務組合一般会

計補正予算（第１号）

の件 

平成２３年度一般会計予算から、歳
入歳出それぞれ４３５万７千円を減額
し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６
億１，１６４万３千円とするものです。 

可 決 

（全会一致）

議    案 

第 ５ 号 

平成２３年度相楽地

区ふるさと市町村圏

振興事業特別会計補

正予算（第２号）の件

平成２３年度特別会計予算から、歳
入歳出それぞれ２９万３千円を減額
し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 
３，３１０万７千円とするものです。 

可 決 

（全会一致）

議    案 

第 ６ 号 

平成２４年度相楽郡

広域事務組合一般会

計予算の件 

 平成２４年度一般会計の予算総額を
それぞれ６億１，５００万円と定める
ものです。 
歳入の主なものは、分担金が４億９，

５５４万３千円。歳出の主なものは、
衛生費で３億１，１９４万７千円、公
債費で２億５，７００万９千円です。 

可 決 

（全会一致）

議    案 

第 ７ 号 

平成２４年度相楽地

区ふるさと市町村圏

振興事業特別会計予

算の件 

平成２４年度特別会計の予算総額を
２，０００万円と定めるものです。 
歳入の主なものは、財産収入が３０

８万円、休日応急診療所収入が１，６
８７万５千円。歳出は振興費で３１２
万５千円、衛生費（休日応急診療所関
係）で１，６８７万５千円です。 

可 決 

（全会一致）

 


